
区

長

報

告

第

四

号 

 
 

 

専

決

処

分

に

つ

い

て 

 

地

方

自

治

法

（

昭

和

二

十

二

年

法

律

第

六

十

七

号

）

第

百

七

十

九

条

第

一

項

の

規

定

に

基

づ

き

、

ア

メ

リ

カ

合

衆

国

軍

隊

の

構

成

員

等

の

所

有

す

る

軽

自

動

車

等

に

対

す

る

軽

自

動

車

税

の

種

別

割

の

賦

課

徴

収

の

特

例

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

を

令

和

八

年

三

月

三

十

一

日

次

の

と

お

り

処

分

し

た

の

で

、

同

条

第

三

項

の

規

定

に

基

づ

き

報

告

し

、

そ

の

承

認

を

求

め

る

。 

 
 

令

和

八

年

六

月

十

六

日 

 

港

区

長 
 

清 

家 
 

 

愛 
 

 
 

 

  
 

 

ア

メ

リ

カ

合

衆

国

軍

隊

の

構

成

員

等

の

所

有

す

る

軽

自

動

車

等

に

対

す

る

軽

自

動

車

税

の

種

別 
 

 
 

 
 

 

割

の

賦

課

徴

収

の

特

例

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例 

 

ア

メ

リ

カ

合

衆

国

軍

隊

の

構

成

員

等

の

所

有

す

る

軽

自

動

車

等

に

対

す

る

軽

自

動

車

税

の

種

別

割

の

賦

課

徴 

収

の

特

例

に

関

す

る

条

例

（

昭

和

五

十

年

港

区

条

例

第

五

十

四

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。 

 

題

名

、

第

一

条

、

第

二

条

（

見

出

し

を

含

む

。

）

及

び

第

三

条

中

「

の

種

別

割

」

を

削

る

。 

 

第

四

条

第

一

項

中

「

の

種

別

割

」

を

削

り

、

「

軽

自

動

車

税

（

種

別

割

）

納

税

証

紙

」

を

「

軽

自

動

車

税

納 

税

証

紙

」

に

改

め

、

同

条

第

二

項

中

「

の

種

別

割

」

を

削

り

、

「

軽

自

動

車

税

（

種

別

割

）

納

税

済

証

印

」

を 



「

軽

自

動

車

税

納

税

済

証

印

」

に

改

め

る

。 

 
第

五

条

中

「

の

種

別

割

」

を

削

る

。 

 
 

 
付 

則 

１ 

こ

の

条

例

は

、

令

和

八

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。 

２ 

こ

の

条

例

に

よ

る

改

正

後

の

ア

メ

リ

カ

合

衆

国

軍

隊

の

構

成

員

等

の

所

有

す

る

軽

自

動

車

等

に

対

す

る

軽 

自

動

車

税

の

種

別

割

の

賦

課

徴

収

の

特

例

に

関

す

る

条

例

の

規

定

は

、

令

和

八

年

度

以

後

の

年

度

分

の

軽

自 

動

車

税

に

つ

い

て

適

用

し

、

令

和

七

年

度

分

ま

で

の

軽

自

動

車

税

の

種

別

割

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例 

に

よ

る

。 


